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白山市立図書館条例 

成17 日 

条 例 第 97  

改正 成18 12 21日条例第42  成24  3 23日条例第 9  成25  3 22日条例第 7  

   成26 9 24日条例第37  成28 12 20日条例第45  

 

 設置  

第 条 白山 図書館法 昭和25 法 第118 以 法 いう

規定 基 民 教養及び文化 向 資 白山 立図書館 以

図書館 いう を設置  

 称及び位置  

第 条 図書館 称及び位置  

称 位 置 

白山 立松任図書館 白山 城町305番地 

白山 立美川図書館 白山 美川浜町ヨ103番地 

白山 立鶴来図書館 白山 七原町77番地 

白山 立 わ 図書館 白山 河内町福岡77番地 

 図書館 分館を置く 分館 称及び位置  

称 位 置 

白山 立鶴来図書館本町分館 白山 鶴来本町四 目ヌ85番地 

 職員  

第 条 図書館 館長 書 他必要 職員を置く  

 休館日  

第 条 図書館 休館日 別表  

 白山 教育委員会 以 教育委員会 いう 蔵書 検 館内整理

他特 必要 認 を変更 又 臨時 休館

 

 前項 規定 教育委員会 事前 掲示

災害等緊急 場 限 い  
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 利用 制限  

第 条 教育委員会 利用者 各 い 該当 当

該利用者 入館若 く 利用を拒否 又 館を命  

  公 秩序又 善良 風俗を害 あ 認  

  図書館 資料 施設等を損傷 あ 認  

  危険物及び汚物等を持 込  

  図書館 管理 支 あ 認  

  他 利用者 迷惑を及  

  前各 掲 場 利用を 適当 認  

 利用権 譲渡等 禁  

第 条 利用者 利用 権利を他人 譲渡 又 転貸 い  

 損害賠償 義務  

第 条 図書館 施設 設備 備品等を損傷 又 滅失 者 損害

を賠償 い 長 や を得 い理由 あ 認

賠償額を減額 又 免除  

 図書館協議会  

第 条 法第14条第 項 規定 基 白山 図書館協議会 以 協議会

いう を置く  

 協議会 委員10人以内 組織  

 委員 掲 者 う 教育委員会 委嘱  

  学校教育及び社会教育 関係者 

  家庭教育 向 資 活動を行う者 

  学識経験者 

 委員 任期 補 委員 任期 前任者 残任

期間  

 前各項 定 協議会 組織及び運営 関 必要 事項

教育委員会規則 定  

 委任  

第 条 条例 施行 関 必要 事項 教育委員会規則 定  

   附 則 

 施行期日  

 条例 公 日 施行  
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 経過措置  

 条例 施行 日 前日 併前 松任 図書館条例 昭和59

松任 条例第 美川町立図書館設置条例 昭和29 美川町条例第13

美川町中央図書館協議会 関 条例 昭和29 美川町条例第14 鶴来町

立図書館設置条例 昭和29 鶴来町条例第23 図書館設置条例 昭和46

河内村条例第44 図書館設置条例 昭和46 野谷村条例第44 図

書館設置条例 昭和46 鳥越村条例第44 図書館設置条例 昭和46 尾

村条例第41 又 図書館設置条例 昭和46 白峰村条例第44 規定

さ 処分 手続 他 行 条例 相当規定

さ  

   附 則 成18 12 21日条例第42  

 条例 公 日 施行  

   附 則 成24 23日条例第  

 条例 成24 日 施行  

   附 則 成25 22日条例第  

 条例 成25 日 施行  

附 則 成26 24日条例第37  

 条例中第 条第 項 表白山 鶴来図書館本町分館 項 改 規定

成26 10 26日 条第 項 表白山 立美川図書館 項 改 規定

成26 11 日 施行  

   附 則 成28 12 20日条例第  

 条例 公 日 施行  

 

 

別表 第 条関係  

称 休 館 日 

白山 立松任図書館 

白山 立美川図書館 

白山 立鶴来図書館 

白山 立 わ 図書館 

白山 立鶴来図書館本町分館 

曜日 日 国民 祝日

関 法 昭和23 法 第178 規

定 休日 当 場 翌日 

12 29日 翌 日  

特別整理期間 
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白山市立図書館条例施行規則 

 

成 1 7 日 

教育委員会規則第 19  

改正 成18  7 31日教委規則第 5  成19 12 28日教委規則第 5  成25 3 31日教委規則第 5  

    

 趣旨  

第 条 規則 白山 立図書館条例 成17 白山 条例第97 施行

関 必要 事項を定  

 開館時間  

第 条 白山 立図書館 以 図書館 いう 開館時間 別表

 

 白山 教育委員会 以 教育委員会 いう 特 必要 認

開館時間を変更  

 前項 規定 教育委員会 事前 掲示

災害等緊急 場 限 い  

 資料 利用  

第 条 図書館 資料 以 資料 いう 利用 無償  

 資料を亡失 又 損傷 者 現品又 代替品を 弁償

い 災害 盗難 他教育委員会 や を得 い理由 あ 認

限 い  

 資料 貸出対象者及び利用券 交付  

第 条 資料 貸出 を 者  

  本 居住 又 通勤 若 く 通学 者 

  資料 貸出 関 協定を締結 町 居住 者 

  内 事務所又 事業所を 法人 他 団体 以 団体 いう  

  前 掲 者 教育委員会 特 必要 あ 認 者 

 資料 貸出 を う 者 個人 あ 図書館利用券申請書 個

人用 様式第 を 団体 あ 図書館利用券申請書 団体用 様式第

を教育委員会 提出 図書館利用券 様式第 以 利用券 い

う 交付を い  

 資料 貸出 を う 者 前項 申請書を提出 第 項各
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規定 対象者 あ を証明 書類 他 類 を提示

い  

 利用券 紛失等 届出  

第 条 利用券 交付を 者又 団体 責任者 利用券を紛失 若 く

損傷 又 前条 申請書 載 事項 変更 あ や

旨を教育委員会 届 出 い  

 利用券 譲渡等 禁  

第 条 利用券 他人 譲渡 若 く 貸 又 使用

い  

 資料 貸出  

第 条 資料 貸出 を う 者 利用券を係員 提示

い  

 貸出 を 時 資料 個人 あ 人 10 以

内 う 視聴覚資料 以内 団体 あ 団体 100 以内  

 前項 資料 貸出期間 個人 あ 週間以内 団体 あ 週間

以内 教育委員会 個人 貸出 限 回 貸出

週間を限度 貸出期間 延長を認  

 前 項 規定 わ 教育委員会 特 必要 あ 認 資

料 貸出 数及び貸出期間を別 定  

 資料 貸出制限  

第 条 教育委員会 資料 貸出 を 者 前条 規定 貸出期間経過

資料を返却 い 利用券 使用を 定 期間停  

 視聴覚機器 利用  

第 条 図書館 保 館内視聴用又 館外貸出用 視聴覚機器 利用 無償

 

 前項 視聴覚機器を破損 又 滅失 者 現品又 相当金額を 弁

償 い  

 館内視聴用 視聴覚機器を利用 う 者 利用券を係員 提示

い  

 館外貸出用 視聴覚機器 貸出手続等 い 必要 事項 別 定  

 情報機器 利用  

第 条 図書館 保 利用者開放用パ ソ ルコンピュ タ 以 情報機



―  ― 32 

器 いう 利用 無償  

 情報機器を利用 う 者 利用券を係員 提示 い  

 情報機器を破損 又 滅失 者 現品又 相当金額を 弁償

い  

 情報機器を利用 者 当該機器 利用 図書館内外 機器 デ タ等

損害を え 場 責 を負わ い  

 情報機器を利用 者 閲覧 検索及び調査研究以外 目的 利用並び

他 利用者 迷惑 行 を い  

 移動図書館  

第 条 移動図書館 移動図書館車 内を巡回 資料 貸出 を行う

 

 移動図書館 巡回場所 巡回日時 図書 貸出手続 他運営 い 必要

事項 別 定  

 資料 配達等  

第 条 図書館 身体 害等 来館 困難 あ 認

者 対 資料を直接配達 貸出 を行う 直接配達 係

費用 負担 図書館 負担  

 図書館 来館 困難 あ 認 者 対 郵 等

貸出 を行う 郵 等 係 費用 負担 利用者 負担  

 資料 直接配達 貸出 及び郵 等 貸出 い 必要 事項

別 定  

 資料 複写  

第 条 資料 複写を希望 者 図書館資料複写申込書 様式第 を教

育委員会 提出 い  

 資料 複写 要 費用 複写を希望 者 負担  

 資料 寄贈及び寄  

第 条 教育委員会 資料 寄贈及び寄 を  

 寄贈及び寄 さ 資料 他 資料 様 扱う  

 寄 さ 資料 火災 盗難等 損失を 場 教育委員会

責 を負わ い  

 図書館協議会  

第 条 白山 図書館協議会 以 協議会 いう 会長を置 会長
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委員 互選 を定  

 会長 協議会 会務を総理 協議会を代表  

 会長 協議会 会議 議長  

 会長 事故 あ 又 会長 あ 会長 指

委員 職務を代行  

 会議  

第 条 協議会 会議 会長 招集  

 会長 会議開催 日時 場所及び会議 付議 事件をあ 通知

緊急 議件 限 い  

 会議 定足数及び議決  

第 条 協議会 委員 半数以 出席 会議を開く

い  

 協議会 議事 出席委員 過半数を 決 可否 数 会長

決  

 庶務  

第 条 協議会 庶務 白山 立松任図書館 総務課 い 処理  

 他  

第 条 規則 定 必要 事項 教育委員会 定  

   附 則 

 施行期日  

 規則 公 日 施行  

 経過措置  

 規則 施行 日 前日 併前 松任 立図書館条例施行規則 昭

和59 松任 教育委員会規則第 美川町立図書館管理規則 昭和52 美川町

教育委員会規則第 美川町中央図書館協議会 関 条例施行規則 昭和60

美川町教育委員会規則第 鶴来町立図書館管理規則 昭和58 鶴来町教育

委員会規則第 鶴来町図書館協議会規則 成12 鶴来町教育委員会規則第

図書館管理規則 昭和46 河内村教育委員会規則第17 図書館管理規

則 昭和46 野谷村教育委員会規則第17 図書館管理規則 昭和46 鳥越村

教育委員会規則第17 図書館管理規則 昭和46 尾 村教育委員会規則第17

又 図書館管理規則 昭和46 白峰村教育委員会規則第17 規定

さ 手続 他 行 規則 相当規定 さ
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   附 則 成18 7 31日教委規則第   

 規則 公 日 施行  

   附 則 成19 12 28日教委規則第   

 施行期日  

 規則 成20 22日 施行  

 経過措置  

 規則 施行 現 改 前 白山 立図書館条例施行規則第4条第2項

規定 交付さ 図書貸出カ 当分 間 第4条第2項 規定 交

付さ 利用券  

   附 則 成25 31日教委規則第   

 規則 成25 日 施行  

 

別表 第 条関係  

称 開 館 時 間 

白山 立松任図書館 

白山 立鶴来図書館 

火曜日 金曜日 午前 10 時 午 時

 

土曜日 日曜日及び国民 祝日 関 法 昭

和 23 法 第 178 以 祝日法 いう

規定 休日 午前 10 時 午 時  

白山 立美川図書館 火曜日 金曜日 並び 土曜日 日曜日及び祝

日法 休日 午前 時 30 分 午 時

 

白山 立 わ 図書館 火曜日 金曜日 並び 土曜日 日曜日及び祝

日法 休日 午前 10 時 午 時  

白山 立鶴来図書館本町分館 火曜日 金曜日 並び 土曜日 日曜日及び祝

日法 休日 午前 10 時 午 時  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白 山 市 立 図 書 館 位 置 ・ 案 内 図 

 







センタープララ）
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